計画相談支援「高次脳機能障害者支援体制加算」について（お知らせ）
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　　病気や事故などの後、これまでできたことができなくなったり、難しくなった方はいませんか？
　「高次脳機能障害」は、病気や事故により脳に損傷を負ったことにより、新しい出来ごとが覚えられなくなったり、ぼんやりしてミスが多いなどの症状があるなど、日常生活や社会生活にさまざまな制約が生ずる障がいです。
　（長野県リーフレットから）

　当事業所では、令和7年4月より高次脳機能障害の方で支援を必要と人に対して、状況にあわせて多様なサービスを活用し、安定した社会生活が続けられるように、「ＧＯＯＤＤＡＹ相談支援室」に専門の研修を修了した職員を配置しております。


１　体制加算を算定するにあたって要件となる受講済み研修
　令和6年度　長野県高次脳機能障害者支援者養成研修（基礎研修及び実践研修）
　
２　研修を修了した者
　氏名：徳武　洋子
修了証書：　第240018号、令和7年3月4日　長野県知事　
　職種：主任相談支援専門員
